


は じ め に 

我が国においては急激な少子高齢化の進展に加え

て，人口減少社会へ突入するなど，社会全体の活力

の低下が深刻に懸念される状況を迎えています。 

また，障がいのある方も無い方も同じように生活

できる社会を目指す「ノーマライゼーション」の考

え方も重要視され，高齢者や障がいのある方などの

自立した日常生活及び社会生活を確保することがで

きる環境づくりが強く求められています。 

 さらに，身体の状況や年齢，性別，国籍などを問わず，「どこでも，だれでも，自由に，

使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた，だれもが安全・安心，快

適に暮らせる環境づくりが求められています。 

 このような社会的背景から，総合的なバリアフリー施策を推進するための「高齢者，障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称：バリアフリー法）」が平成１８年６

月に制定され，同年１２月から施行されました。 

本市では，交通バリアフリーの取組として，歩道の新設，改良などを実施するとともに，

交通事業者に対してエレベーターの設置やノンステップバスの導入に係る助成を行って

きたところですが，すべての人にやさしいユニバーサルデザインのまちづくりを進めてい

くために，このたび，バリアフリー法に基づき，阪神芦屋駅・市役所周辺を重点整備地区

とした芦屋市交通バリアフリー基本構想を策定いたしました。 

今後は，この構想に基づき，関係機関とも連携しながら，ハード面だけでなく，ソフト

面のバリアフリー化事業も充実を図り，すべての人にやさしく，かつ芦屋らしさを持った

まちづくりに取り組んでまいりますので，市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお

願いいたします。 

本構想の策定にあたり，各種のご協力をいただいた関係者や市民の皆様に心から感謝を

申し上げます。 

平成１９年４月 
芦屋市長 

山 中   健 
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